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電子申告により所得税の確定申告書を提出する際,本人の電子署名および電子証明書（19ページをご覧ください）を併せて送信す
ると,所得税額から最高5,000円を控除できます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。（http:www.nta.go.jp）

例 Aさん　67歳単身（年金200万円）の場合
　（平成19年度と 20年度で収入が同額と仮定）

●市県民税所得割税額
【平成19年度】
　31,300円（47,000円ー 47,000円× 1/3）

【平成20年度】
　47,000円（47,000円ー 0円）※減額なし

減額部分⬇

所得税から
住宅ローン控除額
を引ききれなかった方へ

●その他の改正点（平成20年度課税から適用）

●対象
　次の①②のいずれかの要件を満たす人
①税源移譲により所得税額が減少した結果 , 住宅
ローン控除可能額が所得税額より大きくなり , 控
除しきれなくなった人

②住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく , 税
源移譲前でも控除しきれなかったが , 税源移譲に
より , 所得税額から控除しきれない住宅ローン控
除額が増加した人

●市県民税の住宅ローン控除額
次のⒶⒷのいずれか少ない方の額
Ⓐ平成 19 年分所得税の住宅ローン控除限度額
－税源移譲後の税率で算出した平成19年分の所得税額

Ⓑ税源移譲前の税率で算出した平成19年分の所得税額
－税源移譲後の税率で算出した平成19年分の所得税額

●申告について
　その年の3月 15日までに ,「住宅借入金等特別
税額控除申告書」を , 以下の書類とともに提出して
ください。（平成 20 年は 2月 18 日～ 3月 17 日）
【確定申告をする人】確定申告書とともに税務署へ
【確定申告をしない人】年末調整済みの源泉徴収票を
　　　　　　　　　　添付して税務課市民税係へ

（平成 20 年 1月 1日現在お住まいの市町村）
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県民税（所得割）から控除 市県民税
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●65歳以上の人の ,市県民税非課税措置
　廃止に伴う経過措置が終了します
「65 歳以上の人で合計所得金額が 125 万円以下
の人」に対する非課税措置廃止に伴う経過措置が ,
今年度で終了します。このため , 平成 19 年度で
は税額の 1/3 が減額されていましたが , 平成 20
年度からは,減額がなくなり全額課税となります。

●地震保険料控除が創設され ,
　損害保険料控除が廃止されます
　地震の備えに対する国民の自助努力を支援する
施策の一環として , 地震保険への加入を促進する
ため ,「地震保険料控除」が創設され , 火災保険
を対象とする従来の「損害保険料控除」は廃止さ
れます。

■対象　住宅や家財などの生活資産の地震保険料
控除内容 控除限度額

地震保険料契約に関する保険料の1/2
【経過措置】
平成 18 年 12 月 31 日までに締結し
た長期損害保険料については従来の
の損害保険料控除が適用されます。
※ただし , 地震保険料と長期損害保険
の両方がある場合の控除限度額は
25,000 円です。

25,000円➡

➡ 10,000 円

　税源移譲により ,平成 19年分の所得税が減少し
たため ,住宅ローン控除限度額が所得税額より大き
くなり,所得税から控除しきれない場合があります。
　平成11年から18年までに入居した人に限り ,
税源移譲により減少した控除額について , 平成
20年度分以降の市県民税の所得割額から控除す
る経過措置があります。

申告が
必要です！


